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なぜ御社の内部監査では業務が改善されないのだろう？ 

業務が改善できる内部監査はどうすれば実施できるのか？ 
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１.内部監査がマンネリ化しているって？ 

今日現在、ISO認証企業は既に５万社とも言われています。大手企業はもちろんのこ
と、今では２～３人の企業まで認証に取り組まれている状況のようです。そんな中、認

証企業が増え続けるのと同じくして、「内部監査がマンネリ化している！」という嘆き

の声を挙げている企業が増え続けてきています。 
 
『なぜこんなにも「内部監査がマンネリ化している！」と感じている企業がたくさん

あるのだろうか？』この疑問がいつも頭から離れることがない状態で、これまで電話や

メール等でのご相談、また営業やコンサルティング支援を行ってきました。そしてこの

活動を通して、マンネリ化していると感じている企業に１つの共通キーワードが眠って

いることが分かりました。それは『内部監査を何度実施しても業務が改善されていない』

というキーワードです。 
 
このような、「内部監査がマンネリ化している！」と感じている企業も認証活動の当

初は ISO 認証をすることによって日常の業務になんらかの改善がされるであろうと期
待していたに違いありません。そして内部監査はこの業務改善の代表的な機会であるの

だと信じ、開催を続けてきたのでしょう。 
 
しかし現実はどうであったか？現実は当初の期待とは全く異なっていました。内部監

査の開催を続けても業務が改善されることはなく、改善されたことと言えば、審査での

指摘事項の件数が減っているという事実だけなのです。 
 
こうした状況が何年も続くことで、内部監査を継続しても日常業務は変わらないのだ

という結果が見えてくることになり、結果的に「内部監査がマンネリ化している！」と

いう嘆きの声を生んできてしまっているのです。 
 
それでは少し逆に考えてみましょう。内部監査には、そもそも業務を改善させる力は

ないのでしょうか？本当に内部監査を通して業務は改善されないのでしょうか？いえ、

そんなことはありません。内部監査を実施しても業務が改善されないのは、その取り組

み方に少し問題があるからなのです。事実、内部監査を通して業務が改善され、着実に

成長している企業もたくさん存在しているのです。 
 
そこで、このように内部監査がマンネリ化していると感じている皆さんのために、実

際に内部監査を通して業務が改善されている企業の内部監査での取り組み方を基本に、
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どのようにすれば業務が改善できる内部監査が実施できるのかを具体的に解説してい

こうと思い、このテキストを用意しました。 
 
テキストの進め方としては、内部監査の取り組み方の具体的な問題点を浮き彫りにし、

解決策を一緒に考えていきたいため、実際に内部監査で業務が改善されていない２社を

紹介しながら進めるという構成にしています。 
 
皆さんはその２社（テキスト中ではＡ社、Ｂ社と呼称しています。）の具体的な状況

を確認しながら、自社の内部監査の状況と照らし合わせてみて下さい。そして、同じ傾

向がある問題点がある場合、その具体的な解決策の採用を検討してみて下さい。 
 
さあ、それでは実際に「内部監査で業務が改善されず、マンネリ化している」と感じ

ているＡ社とＢ社が、具体的にどのように内部監査を実施しているのかを一緒に確認し

ていくことにしましょう。 
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２.業務が改善されない内部監査とは？ 

（１）業務が改善されないＡ社の内部監査状況 

それではここからは、内部監査で業務改善されていないＡ社とＢ社の内部監査の取り

組み状況を見ていくことにします。まずはＡ社の内部監査について確認してみましょう。

Ａ社の基本情報・内部監査の取り組み状況は以下の通りです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

●認証規格   ： ISO9001 認証後３年以上経過 

●管理責任者   ： 営業部長 

●内部監査員の人数  ： １０名 

●内部監査員の状況  ： 入社２～３年の若手社員 

●審査・サーベイランスの時期 ： ２月 

●内部監査実施時期  ： １２月 

●内部監査の回数  ： １回／１年間 

●内部監査で使用している書類 

・計画書   ： 付表 a 参照 

・チェックリスト  ： 付表 b 参照 

・是正処置の書類  ： 付表 c 参照 

●内部監査員の養成教育 ： ある研修機関Ｒ社に全員参加させる 

●その他の内部監査員教育 ： 特に実施していない 

●同じ不適合の再発状況 ： ほとんどの不適合が再発している状態 
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（２）業務が改善されないＢ社の内部監査状況 

次に、Ｂ社の内部監査について確認してみましょう。Ｂ社の基本情報・内部監査の取

り組み状況は以下の通りです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

●認証規格   ： ISO9001 認証後４年以上経過 

●管理責任者   ： 工場長 

●内部監査員の人数  ： ７名 

●内部監査員の状況  ： 各部門の主任 

●審査・サーベイランスの時期 ： ９月 

●内部監査実施時期  ： ７月か８月 

●内部監査の回数  ： １回／１年間 

●内部監査で使っている書類 

・計画書   ： 付表 a 参照 

・チェックリスト  ： 付表 b 参照 

・是正処置の書類  ： 付表 c 参照 

●内部監査員の養成教育 ： ある研修機関Ｅ社に５名参加させる 

                    残りの２名は別の研修機関Ｗ社に参加 

●その他の内部監査員教育 ： 特に実施していない 

●同じ不適合の再発状況 ： ３年前に指摘された不適合が全く改善さ 

れず、未だに存在しているような状態 

●その他   ： 年々、不適合が上がってこなくなっている 
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皆さんはこのＡ社とＢ社の内部監査の取組みを見てどのように感じられたでしょう

か？Ａ社とＢ社ともに、ISO認証企業の多くが実施している一般的な内部監査の取り組
み状況とほとんど変わらない状況であり、『何も特別悪い取組み方をしているのではな

いのでは？』と感じられたのではないでしょうか？ 
 
そうです。Ａ社とＢ社で取り組まれている内部監査は、一般的に適切と考えられてい

る内部監査そのものと言っても過言ではありません。つまり一般的に適切と考えられて

いる内部監査を実施していても業務はなかなか改善されてこないのです。業務を改善す

るためには、この一般的な内部監査の取り組みではなく、業務改善を目的とした内部監

査の取組みが必要になってくるということなのです。 
 
それでは、このＡ社とＢ社が実施している一般的に適切とされている内部監査のどこ

に問題があるのでしょうか？そしてそれはどのように解消していけばよいのでしょう

か？  
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３.業務改善できる内部監査に改善しよう！ 

（１）「内部監査開催は審査の直前」がマンネリ化のスタート！ 

①開催時期が審査前だと何が問題？ 

まずＡ社の内部監査の開催時期を見てみましょう。Ａ社は内部監査を１２月に開催し

ています。これに関して ISO 担当者のお話を伺ってみると「内部監査を毎年１２月に
実施する計画を立てている理由ですか？年末だから仕事の収まりがよい時期であるか

らというのが表向きの理由にはなっています。しかし実際は、審査が２月にあるため、

この前に内部監査を実施して問題点をチェックしておきたいからというのが本音です

ね。」とこのような回答がありました。 
 
同じようにＢ社の内部監査の開催時期も見てみます。Ｂ社は審査が毎年９月頃に行わ

れています。そして審査の約２ヶ月前の７月～８月頃に毎年内部監査が計画され、開催

されている状況のようです。 
 
Ａ社同様、Ｂ社の ISO 担当者のお話も伺いました。すると「当社は人数ぎりぎりで
仕事をこなしており、もし１人休んだとすると仕事に影響が出てしまいます。監査員も

皆仕事を持っているため、内部監査がなかなか開催できないのです。そして審査前にな

ってようやく、『そろそろ内部監査を開催しなければ・・・』という危機感で開催させ

ているというのが実情です。半ば無理やりな開催ですね。」とお話をして下さいました。 
 
このように、内部監査で業務が改善されていないＡ社とＢ社を見てみると、両社とも

に内部監査を審査の直前に開催するという体制で運営されていることが分かります。こ

れらＡ社やＢ社のように、内部監査を審査の直前に開催することと、業務が改善されず

マンネリ化することは何かしらの関係があるのでしょうか？ 
 
 
 
 



「教育システムのレベルアップ」を目的とした例

№

1

2

3

4

5

6

7

8

確 認 事 項 備 考 （ 関 連 要 求 事 項 等 ）

今年度は力量を満たすような教育や採用等は計画されてい
ますか？（抽出サンプル３つを対象として確認）

採用を行う場合、採用担当者に力量情報をどのように伝達し
ていますか？（報告や依頼の書類があれば確認しておくこと）

規格要求事項：6.2.2、品質マ
ニュアル：6.2.2、教育管理規定

設定されている力量の現状を提示下さい。（システム現状確
認）

教育管理規定
なぜこのような力量評価になったのか、その経緯・考えを教え
てください。（サンプルを３つ確認すること）（担当者の個人的
な価値観による評価を詳しくヒアリングすること）

現状の力量は「業務が実施できるレベル」か「本来満たして欲
しい理想」のどちらを基準にしていますか？

規格要求事項：6.2.2、品質マ
ニュアル：6.2.2、教育管理規定

規格要求事項：6.2.2

現状の力量評価は力量設定の担当者が自ら行っています
か？それともそれ以外の担当者が行っていますか？

教育管理規定

教育管理規定

力量の設定は誰が行っていますか？

力量を設定するために参考としたものはありますか？（参考
にした例等があれば詳しく確認。当人の基準で設定しておれ
ばその状況を詳しくヒアリング）

規格要求事項：6.2.2、品質マ
ニュアル：6.2.2、教育管理規定

評 価状 況 証 拠

担当監査員

資料No.1-1チェックリスト例

曜日

作 成 者 年

監 査 実 施 日

監 査 計 画 日

年 月

曜日日

監査対象部門

月

対 応 者

回第

日

監 査 目 的 教育システムのレベルアップ

※評価　：　「適合」・・・要求事項通り実施されていた証拠が確認された場合　「推奨」・・・現状要求事項ではないが監査確認事項により発見された課題　「不適合」・・・要求事項通り実施されていない証拠が確認された場合
「評価外」・・・監査目的のために事実から確認できたが評価に値しない事実　　「未」・・・時間の都合等により実施できていない場合、証拠収集ができていない場合（※次回の監査で実施）

設定の背景 教育は実施されているが、教育結果がなかなか出てこない当社の昔からの体質を変え、人がより早く、強く成長できるような教育システム作りが必要であるため

監 査 視 点
１、現状の教育システムで教育結果がでているかどうかの確認　２、「設定力量」「教育方法」「教育手段」「教育担当」「力量評価基準」という教育システムの重点
ポイントの弱点を確認　することで、教育システムを強化する。システムを一連で考え、見直し等の状況も含めて確認していく。
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〔トレーニングを始める前に〕 

（１）トレーニングの目的とステップ 

このトレーニングブックは、『内部監査員が担当する内部監査を通して不適合を抽出

する能力をアップすること』を目的としています。 
 
トレーニングの進め方としては、〔第１ステップ〕、〔第２ステップ〕と２段階に分け

て取り組めるように構成されています。従って、トレーニングを受けられる監査員の皆

さんは、まず〔第１ステップ〕に取り組んで頂き、その後〔第２ステップ〕に取り組ん

で頂きたいと思います。 
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（２）各トレーニングの説明と進め方 

〔第１ステップ〕｢不適合と呼べる状態は？｣では、内部監査員が内部監査を実施する

に当たって、どのような状態であれば不適合と判断できるのかという、適合・不適合の

評価に関する基本トレーニングを行います。 
ある程度経験を積んでおられる内部監査員の方は再確認として、また、任命されたて

の新任内部監査員の方は内部監査を実施するための基本習得事項を学ぶという姿勢で

取り組んで下さい。 
 
〔第２ステップ〕「要求事項を見つけ出そう」では、内部監査員が内部監査を通して、

より多くの｢要求事項｣を発見する能力を身につけるためのトレーニングを行います。 
新任の内部監査員の方はもちろん、ある程度経験を積んでおられる内部監査員の方も

今まで経験してきた実際の内部監査を頭にイメージしながら取り組んで頂くと効果的

でしょう。 
 
トレーニングを実施した後、あなたも内部監査員として不適合を今まで以上に抽出す

ることができ、改善活動のスターターとしての役割を果たしていけることでしょう。 
 
さあ、それでは実際にトレーニングを始めていきましょう。 
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〔第１ステップ〕不適合と呼べる状態は？ 

〔第１ステップ〕では、内部監査員が内部監査を実施するに当たって、どのような状

態であれば不適合と判断できるのかという、適合・不適合の評価に関する基本トレーニ

ングを行います。 
 
設問を始める前に、設問と解答方法の例を記載していますので、実際に解答方法と同

じように設問に取り組んで下さい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〔第１ステップ〕の説明 
 

◆目的 

 

「どのような状態であれば不適合と判断できるのか」という、不

適合の判断条件が理解できていなければ不適合の指摘はできな

い。そこでここでは不適合の基本概念を習得することを目的と

したトレーニングを行うこととする。 

 

 

◆設問数 

 

６問  ※（１）設問１～（６）設問６ まで 

 

 

◆解答時間 

 

６問合計 ６０分以内 （１問あたり１０分程度が目安） 
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要 求 事 項 購買情報を《注文書》に明確にする。 

客観的証拠 注文 No.1235 の《注文書》。 

状態の評価 
注文 No.1235 の《注文書》が作成されているため、購買情報

を明確にしている。従って適合。 

 
「要求事項」「客観的証拠」「状態の評価」に該当する欄に赤文字で記載されているの

が解答例となります。 
このように、    に記述されている内容から           の表にある、

「要求事項」「客観的証拠」に該当する事項を見つけ出し、それを基に「状態の評価」

を記入するということになります。 
 
この場合、    の記述内容を見ると、「購買情報を注文書に明確にする」という

「要求事項」が存在しているのが分かり、また注文 No.1235 の《注文書》が作成されて

いるという「客観的証拠」も存在していることが分かります。「要求事項」に基づいた

「客観的証拠」が確認できたため、解答例のように“適合”という判断になります。 

 

 
 

監 査 員： 品質マニュアルに「購買情報を注文書に明確にする」と規定され 

   ています。《注文書》に購買情報は明確にされていますか？ 

被監査部門： はい。作成しています。（《注文書》の保管ファイル提示） 

監 査 員： 確かに、注文 No.1235 の《注文書》が作成されているのを確認し 

   ました。 
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要 求 事 項 購買情報を《注文書》に明確にする。 

客観的証拠 注文 No.1235 の《注文書》。 

状態の評価 
注文 No.1235 の《注文書》が作成されていないため、購買情

報を明確にしていない。従って不適合。 

 
同じように、「要求事項」「客観的証拠」「状態の評価」に該当する欄に赤文字で記載

されているのが解答例となります。 
この例では     の記述から、「購買情報を注文書に明確にする」という「要求

事項」は先ほどの例と同じなのですが、「客観的証拠」として注文 No.1235 の《注文書》

が作成されていなかったという事実が分かりました。従って「状態の評価」に記載する

内容は先ほどとは変わり、“不適合”という判断になります。 
 
 
 
 
 
 
 

監 査 員： 品質マニュアルに「購買情報を注文書に明確にする」と規定され 

   ています。《注文書》に購買情報は明確にされていますか？ 

被監査部門： はい。作成しています。（《注文書》の保管ファイル提示） 

監 査 員： これを見ると、注文 No.1235 の《注文書》が作成されていないよ 

うなのですが・・・？ 

被監査部門： あれ？それでは作成漏れのようですね。 
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要 求 事 項 購買情報を《注文書》に明確にする。 

客観的証拠 
収集できなかった。 

※《注文書》を確認できていない 

状態の評価 

《注文書》が作成されているかどうかを確認できなかったの

で、購買情報を明確にしているかどうか判断できない。従っ

て適合とも不適合とも判断できない。 

 
同じように、「要求事項」「客観的証拠」「状態の評価」に該当する欄に赤文字で記載

されているのが解答例となります。 
この例では     の記述から、「購買情報を注文書に明確にする」という「要求

事項」は先ほどの例と同じです。しかし、「客観的証拠」となる《注文書》がまったく

確認できなかったという事実が分かります。この場合、「客観的証拠」が存在しないこ

とになるため、状態の評価をするための要件が成立していないことになります。 
従って、「状態の評価」に記載する判断結果としては、“適合とも不適合とも判断でき

ない”ということになります。 
 
 
 

監 査 員： 品質マニュアルに「購買情報を注文書に明確にする」と規定され 

   ています。《注文書》に購買情報は明確にされていますか？ 

被監査部門： はい。作成しています。 

しかしちょうど今、担当者が《注文書》の管理ファイルを持ち出 

してしまっているため、提示することはできません。 

監 査 員： わかりました。でも忘れずに作成されているのでしょう？ 

被監査部門： そうですね。《注文書》がなければ私たちも困りますので、必ず作 

成するようにしています。 
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このような場合、もし経験がある内部監査員の方であれば、前述の「状態の評価」に

表記されている“従って適合とも不適合とも判断できない。”という記述に加えて、「《注

文書》をファイルごと持ち出してもよいのかどうかはもう一度確認すべきではないだろ

うか？」等といった、業務の取り組み方のアドバイスを追記してもらってもかまいませ

ん。ここではこれを「推奨事項」と呼ぶことにします。この場合の記述としては、 
 
 

 

要 求 事 項 購買情報を《注文書》に明確にする。 

客観的証拠 
収集できなかった。 

※《注文書》を確認できていない 

状態の評価 

《注文書》が作成されているかどうかを確認できなかったの

で、購買情報を明確にしているかどうか判断できない。 

推奨事項として、《注文書》をファイルごと持ち出してもよい

のかどうかはもう一度確認すべきではないだろうか？ 

 
 
等といった記述がされることになります。 
 
このような「推奨事項」は必ず追記する必要はありません。ただしこのようなトレー

ニングの機会を通して、より改善して欲しい事項を指摘する練習も兼ねていくとより効

果的なトレーニングが実施できるでしょう。 
 
それではこれまでの解答方法を参考にし、下記の設問に取り組んでみましょう。 
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（１）設問１  

 下記の     を参考に、           の空欄箇所を埋めて下さい。 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 （下記の空欄を埋めましょう！） 

要 求 事 項  

客観的証拠  

状態の評価  

 
 
 
 
 

監 査 員： 品質マニュアルに「作業担当者は作業完了後に《作業完了書》を

作成する。」と規定されています。《作業完了書》は作成されてい

ますか？ 

被監査部門： はい。作成しています。（《作業完了書》の保管ファイル提示） 

監 査 員： 確かに、作成日：12 月 20 日、作成者：立花の工番 8895－02《作

業完了書》が作成されているのを確認しました。 
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（２）設問２  

 下記の     を参考に、           の空欄箇所を埋めて下さい。 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 （下記の空欄を埋めましょう！） 

要 求 事 項  

客観的証拠  

状態の評価  

 

監 査 員： 品質マニュアルに「営業担当者は毎月２日に《当月営業訪問計画》

を作成し、営業部長に承認を得る。」と規定されています。《当月

営業訪問計画》は作成され、また営業部長に承認されていますか？ 

被監査部門： はい。全員が忘れず作成していますよ。営業部長の承認もバッチ

リです。 

（《当月営業訪問計画》の保管  ファイル提示） 

監 査 員： 確かに、作成日：1月 2日、作成者：営業主任 井上が作成した《当

月営業訪問計画》が作成されていますね。 

また同日に営業部長の承認を得ている押印が確認できました。 
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〔第 1ステップ〕の解答例 

（１）設問１の解答例 

      ※資料 No4-1.不適合抽出能力トレーニングブックのＰ10 

要 求 事 項 作業担当者は作業完了後に《作業完了書》を作成する。 

客観的証拠 
作成日：12 月 20 日、作成者：立花の工番 8895－02《作

業完了書》 

状態の評価 

作成日：12 月 20 日、作成者：立花の工番 8895－02《作

業完了書》が作成されているため、作業担当者は作業完

了後に《作業完了書》を作成している（していた）。従っ

て適合。 

（２）設問２の解答例 

      ※資料 No4-1.不適合抽出能力トレーニングブックのＰ11 

要 求 事 項 
営業担当者は毎月２日に《当月営業訪問計画》を作成し、

営業部長に承認を得る。 

客観的証拠 
作成日：1 月 2 日、作成者：営業主任 井上の作成した

《当月営業訪問計画》 

状態の評価 

作成日：1 月 2 日、作成者：営業主任 井上の作成した

《当月営業訪問計画》作成され、部長が承認印を押印し

ているため、営業担当者は毎月２日に《当月営業訪問計

画》を作成し、営業部長に承認を得ている（していた）。

従って適合。 
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内部監査員の是正処置効果を見極める能力を鍛え上げる！ 
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〔トレーニングを始める前に〕 

（１）トレーニングの目的とステップ 

このトレーニングブックは、『内部監査員が不適合を指摘した後、監査部門から提示

される是正処置で不適合の再発が防止できそうかどうかを見極める能力をアップする

こと』を目的としています。 
 
トレーニングの進め方としては、〔第１ステップ〕、〔第２ステップ〕、〔第３ステップ〕

と３段階に分けて取り組めるように構成されています。従って、トレーニングを受けら

れる監査員の皆さんは、まず〔第１ステップ〕に取り組んで頂き、その後〔第２ステッ

プ〕、〔第３ステップ〕と順番に取り組んで頂きたいと思います。 
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（２）各トレーニングの説明と進め方 

不適合の原因追究が論理的に展開されていなければ原因の追究ができず、是正処置は

効果を発揮しません。あなたがこの原因追究の状況を見極めるためには、物事を論理的

に捉える力が必要になってきます。そこで、まず〔第１ステップ〕｢論理的に考える練

習をしよう｣を通して、論理的に物事を捉えるためのトレーニングを行います。 
 
原因追究の状況を見極めるためには、論理的かどうかを捉えることができる力に加え、

実際に原因追究の流れがイメージできなければなりません。そこで、〔第２ステップ〕

「原因追究の流れをイメージしよう」を通して、不適合を基に原因追究の流れを描いて

みるトレーニングを行います。 
 
そして最後に、実際の内部監査のように、不適合と是正処置という２つの情報からそ

の関係性を評価し、効果的な是正処置がイメージされているかどうかを評価するための

トレーニングとして、〔第３ステップ〕「不適合と是正処置の関係を評価してみよう」に

取り組んで頂きます。 
 
あなたは内部監査員として、監査部門にとっての「改善活動の門番」であるため、監

査部門がより効果的に改善できるように、前向きにトレーニングに取り組んで下さい。 
 
さあ、それでは実際にトレーニングを始めていきましょう。 
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〔第１ステップ〕論理的に考える練習をし

よう 

〔第１ステップ〕では、原因追究の状況を見極めるために必要となる、物事を論理的

に捉える力を養うトレーニングを行います。 
 
設問を始める前に、設問と解答方法の例を記載していますので、実際に解答方法と同

じように設問に取り組んでいって下さい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〔第１ステップ〕の説明 
 

◆目的 

 

「Ａ」だから「Ｂ」、「Ｂ」だから「Ｃ」という、原因追究のス

テップが論理的に展開されているのかを見極めるためには、

「Ａ」と「Ｂ」を論理的に繋げていくための基本的な能力が必

要。そこでここでは「Ａ」と「Ｂ」という２つの事象を実際に

論理的に繋げて行くトレーニングを行うこととする。 

 

 

◆設問数 

 

３問  ※（１）設問１～（３）設問３ まで 

 

 

◆解答時間 

 

３問合計 ６０分以内 （１問あたり２０分程度が目安） 
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注１：「●●だから●●になる」という表記で記載してみましょう。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ａ：新聞を読まない 

Ｂ：出世できない 

新聞を読まない から           

 

       

 

     

 

      

 

 

から  出世できない 
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設問にあるように、「Ａ：新聞を読まない」と「Ｂ：出世できない」というのは直接

関係性をもっている状態ではありません。従って、起点となる「Ａ：新聞を読まない」

という事象がなんらかの状況を引き起こし、結果的に「Ｂ：出世できない」という事象

が起こったということになります。従って、例えば下記のような展開が考えられます。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ａ：新聞を読まない 

Ｂ：出世できない 

新聞を読まない から 市場や市況情報を収集できない 

市場や市況情報を収集できない から 上司や顧客と話すための話題がない 

上司や顧客と話すための話題がない  から 上司や顧客と話す機会が作りに

くくなる 

上司や顧客と話す機会が作りにくくなる  から 上司や顧客があなたを評価

する機会も少なくなる 

上司や顧客があなたを評価する機会が少なくなる  から 上司や顧客があ

なたを良いと評価する機会も少なくなる 

上司や顧客があなたを良いと評価する機会が少なくなる から 出世できな

い 
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ただし、これが完全な正解であるとも言えません。というのも、元々論理というのは

実際に過去の経験や他から聞いた経験に基づいているからです。従って、「導き出され

た事象は繋がりが持てているだろうか？」という視点で１つずつ確認していけるように

記載されことができれば、トレーニングとしては効果がでていると考えて下さい。 
 
それではこれと同じような解答方法で、以下の設問に取り組んでみましょう。 
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（１）設問１ 

 

 
 
世界の国々では、オリンピックの誘致に非常に力を注いでいるそうです。これはなぜ

でしょうか？そんな疑問を持ちながら新聞を見ると「オリンピックを開催すると、開催

前に税収が増える」と記述されていました。しかし、この「オリンピックを開催する」

と「開催前に税収が増える」という事象も、実は直接的な関係性があるとは言えません。

それでは「Ａ：オリンピックを開催する」と「Ｂ：開催前に税収が増える」という両者

はどのような関係でつながっているのでしょうか？下記の点線矢印に隠れている状況

を浮き彫りにし、両者がつながっている状態にして下さい。 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ａ：オリンピックを開催する 

Ｂ：開催前に税収が増える 
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注１：「●●だから●●になる」という表記で記載してみましょう。空欄が足りない場合は余白 

や裏紙を使って書いてみましょう。また空欄は全部埋まるとは限りません。従って、最 

後の欄だけ、「●●から開催前に税収が増える」と終えて下さい。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ａ：オリンピックを開催する 

Ｂ：開催前に税収が増える 

オリンピックの開催をする から  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

から 開催前に税収が増える 



 

 

是正処置評価能力トレーニングブック（解答） 

 
〔第 1 ステップ〕の解答例 
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〔第 1ステップ〕の解答例 

（１）設問１の解答例 

 
 

     ※資料 No5-1.是正処置評価能力トレーニングブックのＰ10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ａ：オリンピックを開催する 

Ｂ：開催前に税収が増える 

オリンピックの開催をする から オリンピック開催のための会場や会場ま

での道路、観光客のためのホテル等インフラが必要となる。 

オリンピック開催のための会場や会場までの道路、観光客のためのホテル等

のインフラが必要となる から インフラ整備のための工事が必要となる。 

インフラ整備のための工事をする必要がある から 工事を実施してもらえ

る工事業者等に仕事が発注される。 

工事業者等に仕事が発注される から 工事業者等は売上や利益が確保され

る。 

工事業者等が売上や利益を確保する から 開催前に税収が増える。 

 

  

 

  

 




